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序 章 目的と位置づけ 

１．目的 

印西市景観まちづくり基本計画は、本市の沼や河川、緑地や農地等の自然景観の保全・育成、悠久の

歴史や旧街道の風情、地域の伝統文化の継承、千葉ニュータウン等の良好な市街地景観の育成・創出、

清潔で緑豊かなまちの環境美化などの良好な景観を、市民・事業者との協働や連携により、一体的に推

進していくことを目的とします。 

 

２．位置づけ 

印西市景観まちづくり基本計画は、印西市景観基礎調査を基礎資料として、「印西市総合計画」と「印

西市都市マスタープラン」の基本方針に即し、部門別計画等である「印西市環境基本計画」や「印西市

緑の基本計画」に加え、千葉県の「千葉県良好な景観に関する基本方針」との整合を図る計画です。 

 

印西市景観まちづくり基本計画（平成 28年度） 

印西市景観基礎調査（平成 27年度） 

即す 即す 

即す 

即す 即す 整合 整合 

印西市景観計画＋印西市景観条例 

景観まちづくりの推進 

印西市総合計画 

（将来都市像）「ひと まち 自然 笑顔が輝くいんざい」 

部門別計画等 
・印西市環境基本計画 

・印西市緑の基本計画 

千葉県良
好な景観
に関する
基本方針 

印西市都市マス
タープラン 

整合 
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第１章 景観形成の考え方 

１．景観とは（参考：千葉県 モデル景観計画「マニュアル編」） 

「景観」とは、色々な種類の建築物、木々や川な

どに加え、視覚以外でとらえた音や匂いなど※、様々

な要素からなる空間（「景」）を私たちが目にし、

感じる（「観る」）ことでとらえるまちや地域の表

情を意味しています。 

また、景観は人それぞれの感じ方によって異なり

ますが、一方で多くの人々が共感し、心地よいと感

じる景観があります。   

例えば、歴史を伝える風情のある街並みの景観や

建築物、広告物のデザインに統一感のあるメインス

トリートの景観などは､多くの人々が美しい、心地

よいと感じることができます。 

このような良好な景観は、地域の歴史や人々が共

有する価値観や文化の表れであり､単に視覚的に美

しいというだけでなく､精神的な満足感や快適性、

安全性なども含め総合的に感じるものであるとと

らえることができます。 

※景観とは、通常は目に見えるもののみと考えられますが、音や匂

い、手触り、清水や野草等の可食物の味覚、肌で感じる気候や風

など、人間の五感でとらえる行為、さらには五感を超える心でと

らえた人間の反応・認識像のことも含めることとします。 

 

 

 

■景観のとらえ方 

 

■人間の「五感」によるとらえ方 
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２．距離と要素による景観のとらえ方 

（１）距離によるとらえ方 

景観は、見ることができる場所（視点）を確保し、その場所を整える（視点場の整備）とともに、見

る対象との関係を整えることが大切です。 

特に見る対象との関係は、位置や方向を合わせた距離の違いによって、見え方が異なります。例えば、

近くに見える建築物や樹木等と、遠くの家々や山並みは異なる景観であり、さらに、その中間の距離で

は建築物や樹木等が連続した街並みの景観があります。これらを近景、遠景、中景と区分してとらえる

ことができますが、近景から中景、遠景はまち全体として連続しており、景観づくりを進めるためには

近景から遠景までの連続性や調和を保つようにすることが大切です。 

    

■近景・中景・遠景（参考：千葉県 モデル景観計画「マニュアル編」） 

近景（身近な景観）：【～400m程度】 

我々が日常生活の中で目にする身近な景観のことで、建築物のデザインや色彩、樹木の様

子、イベントや祭りなど、その景観がはっきりとわかることが特徴です。 

中景（地区の景観）：【400m程度～2.5km程度】 

近景よりも遠くに見える、地区の広がりでとらえた景観のことで、一つ一つの建築物等では

なく、まとまったビル街や並木、一段の住宅街、林の姿、歩きながら周囲に見える連続した街

並みなど、一定程度の固まりとして景観を捉えます。 

遠景（眺望景観）：【2.5km以上～】 

近景、中景の背景となる、より遠くを眺める景観のことで、トータルな街並みや山並みがつ

くるスカイラインとして見る景観を指します。 

  

 

視点 
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（２）要素によるとらえ方（参考：千葉県 モデル景観計画「マニュアル編」） 

景観は、自然や街並み、地域の人々の活動など、様々な要素によって異なった表情を見せてくれるも

のです。 

 

➊ 自然景観 

海、河川、湖、深谷、緑地などの自然で構成された景観で、

生活空間である農地や里山も、景観の観点からは、自然景観

としての要素を持っています。 

 

 

 

 

➋歴史的・文化的景観 

史跡や遺跡、古くからの寺社や旧街道などの歴史資源、地

域固有の文化資源、これらに付随する緑地や樹木などによる

景観を指します。 

 

 

 

 

 

➌街並み景観 

住宅地の様子や商業・業務施設、工業施設、公園や道路、

交通施設、公共施設などで構成された市街地の景観で、近代

的なビルディングの立ち並ぶ景観も含まれます。 

 

 

 

➍活動景観 

買い物客で賑わう駅前商業地の様子、地域における祭りで

の御輿の風情、イベントでの来訪者の織りなす様子など、

人々の様々な活動によって生み出され、創造される動的な生

活空間の景観を指します。 
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第２章 景観特性等の把握 

１．印西市の概況 

（１）位置 

印西市は、東京都心から約 40キロメートル、千葉市から約 20キロメートル、成田国際空港から約

15キロメートルにあり、面積は 123.79ｋ㎡になります。 

本市は千葉県北西部に位置し、西は我孫子市・柏市・白井市に、南は八千代市・佐倉市・酒々井町に、

東は成田市・栄町に、北は利根川を隔てて茨城県に接しています。 

 

 

 

 

 

  

出典：印西市市有建築物の現況調査業務-調査報告書- 
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（２）地勢 

本市は、南東部を印旛沼、北西部を手賀沼、北部を利根川に囲まれ、標高 20から 30メートル程度

の北総台地といわれる平坦な台地と、沼及び河川周辺の低地により構成されています。 

本市の大部分を占める台地には、枝のように谷が入り組んだ谷津があり、北総台地の特徴的な景観を

形成しています。地質は、台地に関しては上部に関東ローム層が厚く堆積し、低地部は河川によって運

びこまれた土砂が堆積する肥沃な土地が広がっています。 
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（３）土地利用の現況（出展：「印西市都市マスタープラン」） 

本市の土地利用について、農地や山林などの自然的土地利用と、住宅や商業・工業用地などの都市的

土地利用に大別すると、自然的土地利用が 70.4％、都市的土地利用が 29.6％となっています。 

北部には、古くは木下河岸を中心とした水陸交通の要衝として栄え、現在は駅舎などの都市施設が整

備された木下と、田園環境と調和した住宅地が広がる小林があり、木下駅と小林駅を中心に市街地が形

成されています。また、国道 356号バイパス沿道では、沿道型の商業施設の立地が進んでいます。 

中央部には、新住宅市街地開発事業により良好な住宅地や商業業務地などの整備が進められ、千葉ニ

ュータウン中央駅、印西牧の原駅、印旛日本医大駅を中心に市街地が形成されるとともに、これらの駅

周辺や国道 464号（北千葉道路）沿道で、商業施設などの立地が進んでいます。一方、事業地内には、

未だに多くの未利用地が残されています。 

南東部の平賀学園台では閑静な住宅地が、南部には製造業、流通などの企業が立地する松崎工業団地

が形成されています。 

 
 

 

自然的土地利用 都市的土地利用 

合計面積（ha） 
面積（ha） 

構成比

（%） 
面積（ha） 

構成比

（%） 

都市計画区域（市全域） 8,712.1 70.4 3,667.9 29.6 ※1,2380.0 

市街化区域 339.8 17.8 1,567.2 82.2 1,907.0 

市街化調整区域 8,372.3 79.9 2,100.7 20.1 10,473.0 

■土地利用現況図  

資料：平成 23 年度都市計画基礎調査 

※都市計画決定の面積を示しており前述の市域面積と異なる。 
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２．本市の歴史の成り立ち（参考：「印西歴史ガイドブック 印西名所図会」） 

本市の歴史の成り立ちを把握するために「原始・古代時代」、「中世・近世」、「近代」、「現代」

の歴史的背景について以下に整理します。 

（１）原始・古代時代 

北総台地が形成され始めたのは、約 200 万年前で、こ

の頃生息していたナウマン象の化石が印旛捷水路で発見さ

れています。しかし、10万年前までは、まだ房総半島は一

部を除き海底にあり、県の天然記念物に指定されている木

下貝層は、その頃の浅い海底に棲息していた貝類等の化石

を含んだ地層です。その後、土地が隆起し、約 3万年前の

旧石器時代に人が住みつくようになり、1万年から 2千年

前の縄文時代に入ると、人々は一拠点に長期的な住居を構

えはじめ、貝塚が見られるようになりました。やがて紀元

前 300 年から紀元 300 年頃の弥生時代に入ると、印旛

沼や手賀沼の周辺では稲作が行われ、小さな村が形成され

ていきました。4世紀から 7世紀頃の古墳時代には、豪族

の墓である古墳が作られるようになり、鶴塚古墳（小林）

をはじめ、小林古墳群（小林）、道作古墳群（小林）、上

宿古墳 （大森）など 35ケ所の古墳が確認されています。 

（２）中世・近世 

鎌倉時代になると「印西」の地名が見られるようになり

ます。平安時代に成立した印旛郡は、印旛沼を境として北

西部が印西条、東南部が印東条、最北端が植生西条に編入

され、印西条・印東条は後に荘園化して印西荘.・印東荘と

なります。 

江戸時代（寛文 11 年（1671））手賀沼では、江戸町

人による干拓が行われ、発作・亀成新田などが成立してい

ます。利根川の東遷は、新たな耕地を生み出しただけでな

く、江戸への重要な物資輸送路となる水上交通路を完成さ

せました。 

特に木下河岸は流通の便に優れ、銚子や九十九里浜、霞

ヶ浦沿岸から江戸に至る水陸の要衝として栄えました。 

  

双子公園 
（印旛捷水路の掘削工事中にナウマン象の化石が発
見されたことにちなみナウマン像を設像） 

木下貝層 

木下街道鎌ケ谷周辺の様子 
（出展「木曽路名所図会」文化 2 年刊より） 

道作古墳 

下利根川木下河岸眺望 



9 

 

（３）近代 

明治維新以後、地方自治制度のもと廃藩置県が行われ、

明治 8年には現在の千葉県の域がほぼ定まりました。 

江戸時代から栄えた利根川の水運は、明治になっても重

要な物資の輸送路として栄え、明治 10 年には蒸気船も就

航し、東京-銚子間の往来で賑わいをみせていました。しか

し鉄道が開通すると陸上交通が発達し、河川水運は役割を

終えていきました。明治 30年に成田鉄道が開通し、同 34

年 4月に木下駅が、同年 8月には小林駅が開業しました。

その後、利根川の河川改修にともない、大正 2年頃から木

下河岸周辺の民家が木下駅周辺に移転し、現在の木下幸町

の町並みが形成されていきました。 

（４）現代 

昭和 28年 10月、町村合併促進法が施行され、同 29

年 12 月、木下町、大森町、船穂村と永治村の一部が合併

し印西町となりました。また、平成 8年４月に市制施行し

て印西市となり、平成 22 年３月に印旛村及び本埜村と合

併し、現在の印西市となっています。 

印西町誕生時の人口は、約 1 万 8 千人で農業従事者が

約 65%を占め、都心に近い地の利を活かし農家の女性た

ちによる「東京行商」が盛んになりました。 

高度成長期が始まった昭和 30 年代に入ると、大都市に

人口が集中し、住宅の不足から都心周辺の宅地開発が計画

されました。その一つとして千葉県では、昭和 42 年、印

西町、船橋市、白井町、本埜村、印旛村にまたがる約 3千

ha に人口 34 万人の千葉ニュータウンを建設する都市計

画が決定され、同 45年より事業が推進されました。また、

昭和 43 年から木下駅南側に宅地造成が始まり、同 52年

小林牧の里が開発認可されたほか、木下、大森でも宅地開

発が進められました。  

利根川を渡航する外輪蒸気船 

列車を待つ東京行商の人たち 

利根川の河川改修時の再現模型 

千葉ニュータウンの建設 
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３．景観特性の把握 

（１）自然景観特性 

①地形・台地景観                               

本市は、千葉県北西部に位置し、南東部は印旛

沼、北西部は手賀沼、そして北部は利根川に囲ま

れ、北総台地といわれる台地と、沼及び河川周辺の

低地により地勢が構成されています。 

本市の大部分を占める台地には、枝のように谷が

入り組んだ谷津があり、北総台地の特徴的な景観を

形成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②水辺景観                                  

本市は、北部に利根川、東部に北印旛沼、南部に

西印旛沼、北西部に手賀沼を有し、豊かな水辺景観

を形成しています。 

また、印旛沼や手賀沼などに流れ込む大小の河川

では、田園、樹林地と一体となった水辺景観が見ら

れます。  

利根川 

印旛沼 

上空からの利根川水郷への鳥瞰 

浦部川周辺の谷津 
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③田園・集落景観                                  

本市は、沼及び河川周辺の低地に広がる水田地帯

と台地部に見られる畑地の田園景観が市域の多くを

占めています。 

また、水田地帯や畑地周辺に集落があり、民家と

屋敷林、庭木と背後の樹林地が一体となった良好な

景観が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

④特徴的樹木景観                                     

本市には、地域を特徴づける樹木が多く分布して

います。 

その中でも特に市の天然記念物に指定されている

吉高の大桜は、市民から親しまれ、春の満開時にな

ると多くの花見客が訪れます。 

また、印西市立木下小学校校庭のクスノキは、木

下交流の杜広場の展望ステージから見ると、利根川

を背景にシンボル樹の様相を呈しています。 

このほか、市内に点在する寺社には、巨樹や古木

が多く見られます。 

 

萩原の田園 

山田の田園・集落 

吉高の大桜 

長楽寺のイチョウ 

木下小学校のクスノキ 



12 

 

  

（２）歴史・文化景観特性 

①歴史・文化景観                                

本市には、宝珠院観音堂や泉福寺薬師堂、栄福寺

薬師堂、木下貝層、獅子舞、月影の井、武西の百庚

申塚などの有形無形の文化資源や地域の歴史を物語

る祭りが継承されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②街道景観                                    

本市を代表する木下街道は、江戸川の行徳河岸と

下利根川の河岸を結んだ脇街道で、道しるべや古地

図には木下道・鹿島道・銚子道または江戸道・行徳

道など様々な名称で呼ばれていました。 

木下街道の沿道の一部には、歴史的なイメージを

伝える街並みや寺社が残っています。 

  木下街道 

阿夫利神社（鳥居） 

宝珠院観音堂 

地域の祭り（六軒） 
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（３）市街地景観特性 

①住居景観                                  

北総線の千葉ニュータウン中央駅や印西牧の原

駅、印旛日本医大駅の周辺には、低層の戸建住宅や

中・高層の集合住宅が集積し、良好な住宅地の景観

が見られます。 

また、ＪＲ成田線の木下駅周辺は、古くは木下河

岸を中心とした利根川水路の要衝として栄えた地域

であり、往時の面影を今に伝える土蔵・町屋造りの

建築物が見られます。 

そのほか、小林駅周辺の住宅地においては、既成

市街地の住宅地が見られる一方で、一部建築協定に

よる良好な住宅地も見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②商業・業務景観                                                             

本市の商業・業務施設は、北総線駅周辺とＪＲ成

田線駅周辺、幹線道路沿道に見られます。 

国道464号、国道356号バイパス及び幹線道路

沿道には、各種の商業施設が立地しており、特徴的

で多様な景観が見られます。 

一部の商業施設においては目立つ形態、色彩の建

築物が見られ、屋外広告物においては、乱雑な配

置、形態、高さとともに過度に目立つ色彩や電光表

示のものが見られます。 

 

 

 

  

千葉ニュータウンの新市街地 

木下の既成市街地 

小林の既成市街地 

千葉ニュータウンの商業地 

千葉ニュータウンの業務地 
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千葉ニュータウン中央駅周辺は、商業・業務施設

が集積し、多様な景観が存在しており、一部の商業

施設において目立つ形態、色彩の建築物や広告物が

見られます。ビジネスモールにおいては、業務施設

が集約し、豊かなオープンスペースと緑、建築物が

調和した良好な景観の形成が見られます。 

印西牧の原駅周辺は、大型ショッピングセンター

が集積し、特徴的な形態や色彩の建築物、工作物が

見られます。一部の建築物や広告物は、その形態や

規模、色彩において過度に目立つものが見られま

す。 

印旛日本医大駅周辺は、商業業務地における施設

立地が少なく、今後の立地に向けた景観の形成誘導

が重要となります。 

③工業景観                                  

本市の松崎工業団地は、一部通りで低木が植栽さ

れているほか、道路のオープンスペースと落ち着き

のある色彩の建築物や工作物が見られます。 

 

 

 

 

④道路景観                                  

本市の骨格となる国道464号や国道356号は、

本市の北部と中央部を東西に通っています。 

主要地方道や市道は、これらの国道に連結し、ま

たは派生するように南北へ延びています。 

特に国道464 号は、鉄道用地と一体となって日

本最大級の広域骨格軸を構成しています。 

 

 

 

 

 

  

松崎工業団地 

国道 464 号 

国道 356 号 

木下の商業地 
 

小林の商業地 
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⑤鉄道景観                                  

本市の鉄道は、本市の北部にJR成田線があり中

心部に北総線があります。JR成田線には、木下

駅、小林駅があり、その沿線には、低層で落ち着き

のある住宅地が見られます。また、車窓から広がり

のある田園景観や、手賀川、長門川の水辺景観を望

むことができます。 

北総線は、都心と成田空港を結ぶ路線で、国道

464号と一体的な広域の骨格軸を形成していま

す。北総線の各駅と国道464の沿道には、大型商

業施設が立地し賑わいのある景観を形成していま

す。 

（４）眺望の景観特性 

①眺望景観                                  

本市は、特定の場所から富士山や筑波山の眺望を

はじめ、印旛沼や住宅地を見下ろす眺望など、中景

及び遠景の良好な眺望景観が見られます。 

また、牧の原公園のひょうたん山からは、開放的

な街並み景観が眺望でき、良好な眺望点として整備

されています。 

 

 

 

 

 

 

（５）取組みによる景観特性 

①市民活動団体等による景観                          

千葉ニュータウン中央駅前や国道464号の一部

区間で花植えをはじめ、本市全域で行われているゴ

ミゼロ運動など、市民活動団体や町内会、企業等に

よる活動が活発に行われています。 

 

北総線 

JR 成田線 

千葉ニュータウン中央駅前の市民活動団体に
よる花植え 

牧の原公園のひょうたん山から滝野の街並みへの眺望  
 

徳性院から印旛沼と富士山への眺望 
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第３章 景観形成の基本目標・基本方針 

１．景観形成の基本目標                                 

 

 

印西市は、利根川や、印旛沼、手賀沼に囲まれ、市内を流れる河川と樹林地や谷津、

農地などに培われた自然景観は、本市の地域らしさを象徴しています。また、市内の各

所に見られる寺社、史跡、遺跡などと、江戸時代より栄えた木下街道沿いの街並みが歴

史・文化景観として継承されています。 

また、千葉ニュータウンの国道464号及び北総線沿いには、ゆとりと落ち着きのある

住居施設景観や、利用者のもてなしと賑わいのある大型商業施設景観、品格とみどりの

ある業務施設景観が創出されています。そして、これらが一体となった広域骨格軸は、

都市景観における本市の一つの特徴となっています。 

このように、本市の景観を象徴する「水・里山」や先人により継承されてきた「歴史」

に「つつまれ」た中に都市の景観が見られるとともに、「自然」と「都市」が近接し、

「ふれあう」ように景観が形成されています。 

これからも市民ひとりひとり・事業者・市の「みんな」で、これらの景観を継承、向

上させながら、地域への愛着や誇りを醸成していき「いんざい」に誰もが「美しくすみ

（住み・澄み・棲み）続けたい」と感じられる「まち」を目指し、景観形成の基本目標

を、『みんなでつくる「自然」と「都市」がふれあう美しいまち いんざい ～水・

里山・歴史につつまれ 美しくすみ続けたいまちへ～』とします。 
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２．景観形成の基本方針 

水辺や緑が織りなす潤いや安らぎを守り、活かす景観づくり 

● 潤いのある水辺の景観を保全・活用します 

● やすらぎのある田園や集落の景観を保全・活用します 

● 台地と低地の起伏が生み出す景観を保全・活用します 

自 然 

歴史・文化の風情を大切にし、次世代へと継承する景観づくり 

● 悠久の歴史のなかで残された歴史・文化の景観資源を尊重します 

● 旧街道の風情ある景観を継承します 

● 地域の伝統文化の景観を伝承します 

歴 史
文 化 

道路・鉄道の都市軸における快適で品格、賑わい、秩序のある
景観づくり 

● 品格と賑わいのある広域骨格景観軸を形成します 

● 賑わいと秩序のある道路景観軸を形成します 

● 秩序のある鉄道景観軸を形成します 

都市軸 

みんなで育み、美しくすみ続けたいまちへの景観づくり 

● 市民・事業者・行政の協働による景観の形成を推進します 

● 自主的な景観づくりが促進されるような仕組みを検討します 

 

まちに賑わいと秩序、落ち着きと愛着が保てる景観づくり 

● 賑わいと秩序のある商業・業務地の景観を形成します 

● 緑の潤いと落ち着きのある住宅地の景観を形成します 

● ゆとりや潤いのある工業地の景観を形成します 

市街地 

景観形成の基本目標を実現するために、「自然」、「歴史文化」、「市街地」、「都市軸」、「取組み」

の5つの要素から景観形成の基本方針を設定します。 
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水辺や緑が織りなす潤いや安らぎを守り、活かす景観づくり 自 然 

 本市は、北総台地と低地から構成された起伏のある地形が特徴的な景観となっ

ています。 

市域を囲う利根川や印旛沼、手賀沼と市内を縦横に流れる河川は、潤いのある

水辺景観を形成しています。 

 また、台地と低地の境界部には斜面林や谷津が連なり、低地部には一団の水田

が広がるなど、安らぎを与える緑景観が形成されています。 

 このような起伏のある地形を基盤とした水辺や緑が織りなす原風景を本市のか

けがえのない財産として捉え、人々が潤いや安らぎを感じられる景観の形成に配

慮します。 

利根川、印旛沼や手賀沼、亀成川、将監川、弁天

川、手賀川などは、本市の水辺の骨格を示し、潤い

のある水辺景観を形成しています。 

これらの水辺景観を守るとともに、水辺への見通

し景観を活かし、水辺に親しめる景観の形成に配慮

します。 

● 潤いのある水辺の景観を保全・活用します 

水田や畑地、樹林地、屋敷林などの緑は、人々 

に安らぎを与えるとともに、生物の貴重な生息空

間となっています。 

また、これらと一体となった集落には、地域ら

しさを残す伝統的な建築物や生垣、屋敷林などが

見られます。 

これらの緑景観を守り、集落景観を活かした景

観の形成に配慮します。 

● やすらぎのある田園や集落の景観を保全・活用します 

北総台地と利根川及び印旛沼周辺の低地による 

起伏に富んだ地形は、斜面林と水田が一体となっ

た谷津として知られています。 

また、台地の要所には、利根川、印旛沼や遠方

の市街地、富士山、筑波山などを見通すことがで

きる視点場があります。 

これらの特徴と豊かな緑と見通しを守り、活か 

した景観の形成に配慮します。 

● 台地と低地の起伏が生み出す景観を活用します 
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  歴史・文化の風情を大切にし、次世代へと継承する景観づくり 
歴 史
文 化 

 
 本市は、悠久の歴史のなかで残された遺跡や古墳、史跡、寺社などを有し、祭

礼などの伝統文化が継承されています。 

 また、木下街道には、江戸時代に利根川と江戸を結ぶ陸路として栄え、往時を

偲ばせる建築物などが残されています。 

 これらは、永きに渡って引き継がれ地域の記憶を呼び起こす貴重な歴史・文化

資源となっています。このような資源を大切にする景観の形成に配慮し、次世代

へと継承していきます。 

宝珠院観音堂や泉福寺薬師堂、栄福寺薬師堂、木

下貝層など、市内に分布する歴史・文化資源は、地

域の歴史・文化を物語る貴重な財産です。 

これらの歴史・文化資源を尊重し、守り、活かし

た景観の形成に配慮します。 

●  悠久の歴史のなかで残された歴史・文化の景観資源を尊重します 

木下街道には、旧街道の歴史を偲ばせる町屋や 

庚申塚などが残されています。 

これらの歴史・文化資源を守り、活かした景観 

の形成に配慮し、次世代へと継承します。 

●  旧街道の風情ある景観を継承します 

地域で催されている伝統的な獅子舞、神楽などの

無形文化や、祭りの花火などは、人々の記憶に残る

心象景観として親しまれています。 

このような伝統文化を守り、活かした景観の形成

に配慮し、次世代へと伝承します。 

●  地域の伝統文化の景観を伝承します 
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  まちに賑わいと秩序、落ち着きと愛着が保てる景観づくり 市街地 

 千葉ニュータウンと国道464号及び北総線沿いには、市内外から多くの利用者

が訪れる商業地があります。また、オープンスペースと緑、建築物が調和したビ

ジネスモールの業務地や緑豊かな住宅地が広がっています。 

 ＪＲ成田線の駅周辺には地域に根ざした住宅地や商業地があり、平賀学園台に

は緑潤う住宅地があります。幹線道路沿道には利便性の良い商業地が見られま

す。 

 このほか、市南西部に市内唯一の松崎工業団地があります。 

 これらの地域においては、施設と周辺の特性を踏まえて、まちに賑わいと秩

序、落ち着きと愛着が感じられるような景観の形成を図ります。 

本市には、計画的に創られた機能的・先進的な千

葉ニュータウンの住宅地や木下・小林地域の歴史・

文化的資源を有する既成市街地の住宅地、良好な市

街地環境が形成された平賀学園台などがあります。 

これらの住宅地においては緑の潤いと、落ち着き

と愛着の感じられる景観の形成を図ります。 

● 緑の潤いと落ち着きのある住宅地の景観を形成します 

松崎工業団地には、大規模な工業・物流施設など

が多く立地しています。工業地においては、ゆとり

や潤いのある景観の形成を図ります。 

● ゆとりや潤いのある工業地の景観を形成します 

本市には、市内外の多くの利用者を誘客する大型

商業施設や地域に親しまれている商店街、沿道商業

施設などがあります。 

 また、業務施設として景観形成の手本となるビジ

ネスモールがあります。 

 これらの商業地においては賑わいと秩序が感じら

れ、また業務地では秩序と調和、ゆとりが感じられ

る景観の形成を図ります。 

● 賑わいと秩序のある商業・業務地の景観を形成します 
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道路 ・鉄道の都市軸における快適で品格、賑わい、秩序のある

景観づくり 
都市軸 

成田国際空港と東京方面を結ぶ国道464号及び北総線は、沿道の大型商業施設

や住居施設などと一体となり、道路・鉄道及び沿道を含む広域の骨格軸を形成し

ています。 

また、市街地と周辺地域を結ぶ幹線道路は、沿道の商業施設や自然環境と一体

となった道路軸を形成し、ＪＲ成田線の沿線には、商業施設、住居施設と田園、

水辺などと連なる鉄道軸があります。 

広域の骨格軸においては品格や賑わいのある景観の形成を目指し、道路軸にお

いては賑わいと秩序、鉄道軸においては秩序ある景観の形成を図ります。 

国道464号及び北総線は、その幅員と延長におい

て国内でも最大級の都市軸であり、沿道の大型商業

施設などと一体となり広域骨格景観軸を形成してい

ます。 

 本景観軸においては、空間の魅力づくりに配慮す

るとともに、人々をもてなす品格と賑わいのある景

観の形成を図ります。 

● 品格や賑わいのある広域骨格景観軸を形成します 

市街地と周辺地域を結ぶ幹線道路には、沿道に身

近な商業施設、住居施設と里山、農地、水辺などが

見られます。  

 本景観軸においては、賑わいと秩序ある景観の形

成を図ります。 

● 賑わいと秩序のある道路景観軸を形成します 

ＪＲ成田線の沿線には、商業施設、住居施設と田

園、水辺などが見られます。 

本景観軸においては、秩序のある景観の形成を図

ります。 

● 秩序のある鉄道景観軸を形成します 
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みんなで育み、美しくすみ続けたいまちへの景観づくり  

 本市の潤いのある自然や風情のある歴史・文化、快適な街並みを良好な景観とし

て形成していくためには、市だけでは困難です。 

 地域に関わる市民や事業者を含めた人々との協働により、印西らしい景観を育

み、美しくすみ続けたいと感じられる景観の形成を推進します。 

 良好な景観形成には、市の施策の展開とともに、

市民と事業者の協力・参画が必要です。 

 このため、市民・事業者・市の役割を明らかに

し、協働による景観の形成を推進します。 

● 市民・事業者・行政の協働による景観の形成を推進します 

自らが周りの景観資源の育成や維持管理などを行

うこととで、良好な景観が市域全体へと連鎖し、広

がっていくこととなります。 

 このため、市民・事業者の自主的な景観活動が促

進されるような仕組みを検討します。 

● 自主的な景観づくりが促進されるような仕組みを検討します 

 

■自主的な景観づくりの例 

▲ビジネスモール 
【活動団体：ラーバンクラブ】 

▲竹袋調整池（ひょうたん島池） 
【活動団体：NPO 法人 エコネットちば】 

▲道作古墳群 
【活動団体：NPO 法人 小林住みよい 

 まちづくり会】 
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第４章  

類型別の景観形成方針 
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第４章 類型別の景観形成方針 

１．景観類型と区分 

（１）景観類型の設定 

印西市の景観は、「自然・田園系」、「歴史・文化系」、「市街地・施設系」の大きく3 種類に

分類して景観特性を把握することができます。これらの景観特性を踏まえ、「景観ゾーン」、「景

観軸」、「景観拠点」の景観構造に区分し、類型別の景観形成方針を設定します。 

類型区分 対象 

景観ゾーン 
住居系地域／商業・業務系地域／工業系地域／田園集落／台地・緑／水辺（池沼、調整
池・調節池 等） 

景観軸 
道路（主要幹線道路等）／鉄道（JR 成田線）／広域骨格（国道464 号・北総線）／
水辺（河川） 

景観拠点 
駅（千葉ニュータウン中央駅、印西牧の原駅、印旛日本医大駅、木下駅、小林駅）／シ
ンボル（指定文化財及び景観上重要な歴史資源・公園・建造物及び樹木、良好な眺望） 

■景観構造 

 

 

  
 

市
全
域 

 

類型区分 類型区分 

印西市全域 

市
全
域
を
類
型
別
に
区
分 

景観拠点 

景観軸 

景観ゾーン 

類
型
区
分 

シンボル資源 駅 

道路 

河川 

道路・鉄道 

商業・業務系 

住居系 
工業系 

台地 

沼 

田園 

鉄道 
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（２）景観類型の区分 

景観特性を活かした印西らしい景観を展開し、景観形成の基本方針を実現するために類型別の景観

形成方針を設定します。類型別では、土地利用や地形的・面的な広がりを基本とした「ゾーン（面）」

と、市全体を貫き連続性のある「軸（線）」、また、都市活動や地域の中心機能を有する地区、自然や

歴史資源等が特徴的な地区である「拠点（点）」をそれぞれ景観ゾーン・景観軸・景観拠点に区分しま

す。 

類型区分 
整理 

番号 類型別名称 概 要 
基本方針との関係※ 

     

景観ゾーン 

1）  
主な土地利用が住居系の用途地域で、

一団の計画住宅地が形成されている地域 
     

2）  

主な土地利用が商業系の用途地域を主

体に準工業地も含め、実態として商業・業

務地として土地利用がされている地域 

     

3） 

 
一団の工業地空間を形成している松崎

工業団地 
     

4）  

本市の広がりのある田園風景や田園に

点在する集落、屋敷林のある農家住宅の

集落景観が見られる地域 

     

5） 
 
 

主に北総台地により形成された丘陵地

の市街化調整区域に広がる、本市の景観

を特徴づけている里山や谷津、斜面林、畑

地など豊かな緑が広がる地域 

     

6）  

本市を囲い広がりのある水辺を形成す

る「印旛沼」、「手賀沼」等周辺の水に親

しむことのできる地域 

     

景観軸 

7）  

国道464 号及び北総線・成田スカイア

クセス沿道にみられる住居・商業・業務施

設のほか、里山などの緑を含めて連続的

に見られる国道464 号沿道の地域 

     

8）  
本市の市街地と周辺の地域とを繋ぐ主

要幹線道路沿道の地域      

9）  

JR 成田線沿線にみられる既成市街地

や田園、集落等の自然が連続的に見られ

る沿道の地域 

     

10）  
利根川や亀成川、将監川、弁天川、手賀

川などの河川      

景観拠点 

11）  

本市の玄関口である北総線・成田スカ

イアクセスの「千葉ニュータウン中央

駅」、「印西牧の原駅」、「印旛日本医大

駅」やJR 成田線の「木下駅」、「小林駅」

の駅前の区域 

     

12）  

新・印西八景のほか、自然や歴史・文化、

市街地、都市軸の各要素から点的に景観

資源として貴重なものや、特徴的な眺望

点の大六天や徳性院、利根川の堤防、牧の

原公園のひょうたん山などを位置づけ 

     

※「基本方針との関係」欄に色付けされている景観ゾーン・軸・拠点は、該当する基本方針に沿うものとします。 

  

工業景観ゾ－ン 

都市軸 

駅景観拠点 

シンボル 
景観拠点 

道路景観軸 

 

広域骨格景観軸 

水辺景観ゾ－ン 

台地の緑景観 
ゾ－ン 

田園・集落景観 
ゾ－ン 

商業・業務景 
景観ゾ－ン 

住居景観ゾ－ン 

水辺景観軸 

鉄道景観軸 

自然 市街地 歴史 
文化 都市軸 取組み 取組み 
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２．類型別の景観形成方針 

（１）類型別の景観形成方針の概要 

景観ゾーン・景観軸・景観拠点の特性と基本目標・基本方針を踏まえ、類型別の景観形成方針を以下

に示します。 

 凡例 名称 類型別の景観形成方針 

景
観
ゾ
ー
ン 

 
住居景観 

ゾーン 

➊ 地域特性を活かした住宅地の景観形成 

➋ 快適で落ち着きのある住宅地の景観形成 

➌ 地域住民の協働による景観形成 

 
商業・業務 

景観ゾーン 

➊ 品格と賑わいを兼ね備えた魅力ある商業・業務地の景観形

成 

➋ 地域の活力ある商業地の景観形成 

 
工業景観 

ゾーン 

➊ 周辺の街並みや環境と調和した景観形成 

➋ 特色のある工業団地の景観形成 

 
田園・集落 

景観ゾーン 

➊ 豊かな水辺に育まれた田園の景観形成 

➋ 集落地の風土が感じられる景観形成 

 
台地の緑 

景観ゾーン 

➊ 水辺や里山が織り成す原風景と調和した景観形成 

➋ 北総台地の起伏がつくり出す特徴的な景観の保全・活用 

 
水辺景観 

ゾーン 

➊ 印旛沼や手賀沼の広がりのある水辺の景観形成 

➋ 調節池など身近な水辺の景観形成 

景
観
軸 

 
広域骨格 

景観軸 

➊ 大規模空間軸にふさわしい風格のある景観形成 

➋ 人にやさしい安全・安心な道路の景観形成 

 道路景観軸 
➊ 秩序ある道路及び沿道の景観形成 

➋ 特色を活かした道路及び沿道の景観形成 

 
鉄道景観軸 

➊ 秩序ある鉄道及び沿線の景観形成 

➋ 緑潤う沿線の景観形成 

 水辺景観軸 
➊ 潤いや親しみが感じられる河川軸の景観形成 

➋ 生物にやさしい水辺の景観形成 

景
観
拠
点 

 駅景観拠点 

➊ 各地域の玄関口にふさわしい、おもてなしの表情づくり 

➋ 人が賑わい、楽しむ景観形成 

➌ 地域活動を活用した駅周辺の景観形成 

 
シンボル 

景観拠点 

➊ 視対象となるシンボル景観の景観形成 

➋ 快適な視点場の景観形成 
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（２）類型別の景観形成方針図 
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（３）類型別の景観形成方針 
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➊位置や特性の概要 

本市の千葉ニュータウンの千葉ニュータウン中央駅や

印西牧の原駅、印旛日本医大駅の周辺には、低層の戸建

住宅や中・高層の集合住宅が集積し、調和のとれた住宅

地の景観が見られます。 

また、JR 成田線の木下駅、小林駅の周辺や市南東部

の平賀学園台では、周辺と調和した落ち着きのある戸建

住宅があり、木下街道には歴史の趣が感じられる町屋な

どがみられます。 

➋現況特性写真 

   

１）住居景観ゾーン 

千葉ニュータウン中央駅南側の住宅 千葉ニュータウン中央駅北側の住宅  

西の原の住宅 

滝野の住宅 東の原の住宅 木刈の住宅 

木下の住宅 

小林の住宅 

木下南の住宅 

舞姫の住宅 

小林の住宅 

滝野住宅の夜間照明 

平賀学園台の住宅 

牧の原駅周辺の住宅 

千葉ニュータウン中央駅周辺の住宅 
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➌類型別景観形成方針 （■:配慮指針を示す 以下同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➍景観形成のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➎特色のある例示 

  

１．地域特性を活かした住宅地の景観形成 

■千葉ニュータウンの住宅地では、ゆとりと落ち着きがあり緑による潤いや彩りのある景観の形成を図

る。 

■木下駅周辺の住宅地では、木下街道の風情のある街並みと調和した景観の形成を図る。 

■小林駅周辺や平賀学園台周辺住宅地では、周辺の田園や里山などと調和した景観の形成を図る。 

２．快適で落ち着きのある住宅地の景観形成 

■住宅地の道路沿いや隣地間においては、ゆとりスペースの確保とともに、道路と連携して開放的な空

間づくりを図る。 

■地域住民にも愛着がもたれるように、彩りや実のなる樹木類での緑化に配慮する。 

３．地域住民の協働による景観形成 

■身近な回りの緑化や維持管理、清掃など、地域住民等の協働による景観の形成に向けた活動や取組み

を考慮する。 

三郷市（新三郷ららシティの住宅） 佐倉市（染井野の住宅） 千葉市（幕張ベイタウンの住宅） 

●安全で快適な歩行

者空間の創出 

●地域住民の協働によ

る緑の連続性の確保

や彩りづくりに配慮 

●中・高層集合住宅地

のまとまりの確保 

●低層住宅における周辺との 

 形態・意匠の調和に配慮 
●季節感のある樹種や低

中木による緑化に配慮 
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➊位置や特性の概要 
本市の商業・業務施設は、北総線駅周辺とＪＲ成田線

駅周辺、幹線道路沿道に見られ、多様な景観が見られま
す。 
北総線駅周辺や国道464 号沿道には、商業・業務施

設が集積しており、一部の商業施設において目立つ形態
や色彩の建築物、屋外広告物が見られます。 
ビジネスモールには、業務施設が集積し、豊かなオー

プンスペースと緑、建築物が調和したゆとりと潤いのあ
る景観が見られます。 
また、国道356 号バイパス及び主要幹線道路沿道に

は、各種の商業施設が立地しており、一部に目立つ形態
や色彩の建築物、広告物が見られます。 
このほか、木下駅や小林駅周辺には、地域に根ざした

商店街が見られます。 

➋現況特性写真  

２）商業・業務景観ゾーン 

千葉ニュータウン中央駅北側のイオンモール 印西牧の原駅南側のビッグホップ 印西牧の原駅北側の牧の原モア 

国道 464 号沿道の大型商業施設と屋外広告物 

ビジネスモールの業務施設 

小林駅北側の商業施設 

木下駅北側の商業施設 

小林駅周辺の商業施設 

木下駅西側の商業施設 

泉野の物流施設 

木下の商業施設 千葉ニュータウン中央駅南口広場の商業施設 

印旛日本医大周辺の商業施設 国道 464 号沿いの業務施設 

鹿黒南の物流施設 
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 ➌類型別景観形成方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➍景観形成のイメージ図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➎特色のある例示 

  

●緑潤う歩行者空間の

ネットワークづくり 

●オープンカフェなど

街に賑わいがにじみ

出るような演出 

●官民協働によるゆとりの

ある歩行者空間の確保 

●建築物内の賑わいが外部から

感じられるよう、低層部の魅

力づくり 

●緑による潤いや

彩りづくり 

１．品格と賑わいを兼ね備えた魅力ある商業・業務地の景観形成 

■商業・業務地は、歩行者の目線を意識し、品格と賑わいのある景観の形成を図る。 

■大規模な商業施設では、ゆとり空間を確保し、周辺の街並みと調和する景観の形成を図る。 

■ビジネスモールや業務施設では、品格とゆとりや潤いのある景観の形成を図る。 

■大規模な物流施設では、ゆとりと緑の確保に配慮し、圧迫感の軽減を図る。 

■安全で快適に回遊できる緑潤う歩行者空間のネットワークづくりに配慮する。 

２．地域の活力ある商業地の景観形成 

■木下駅や小林駅周辺では、地域特性を活かし、おもてなしが感じられる駅前と商店街の景観の形成を

図る。 

■身近な周りの緑化や維持管理、清掃など、企業等の協働による景観の形成に向けた活動や取組みを考

慮する。 

川崎市 越谷市 千葉市 

●地域のイベントや賑わいが道路

空間から眺められる様な演出 

●品格や賑わいが感じられる建

築物や広告物の景観形成 
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➊位置や特性の概要 

松崎工業団地は本市の南西部に位置し、周辺には農地

があり、また団地内には公園を有する市内唯一の工業団

地です。 

本団地の建築物や工作物は、落ち着きのある外観が見

られる一方で、敷地の道路沿いに緑が少なく、一部に機

材や設備機器類、駐車場の露出が見られます。 

 

➋現況特性写真 

  

３）工業景観ゾーン 

アイボリー系の色彩の建築物 

汚れと道路側に露出した設備機器類 

大壁面の建築物 

強調色を用いた建築物 

独立広告物や屋上広告物 

強調色を用いた壁面広告物 

黒系とベージュ系の建築物 

緑と馴染んだ色彩のフェンス 

敷地外周部の緑化による修景 緑化された法面 

道路側に露出した駐車場 道路側に露出した重機 

道路沿いの緑が少ない建築物 
 

強調色を用いた建築物 

周辺の農地と工業団地内の公園 
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➌類型別景観形成方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➍景観形成のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➎特色のある例示 

 

●設備機器類が目立

たないよう修景 

●敷地外周部の緑化や草花に

よる潤いや彩りづくり 

●屋外広告物は、目立ち過ぎ

ないよう周辺との調和に配

慮 

●建築物の形態・色彩等にお

ける周辺との調和に配慮 

●道路沿いへのゆとり

空間や緑の確保 

１．周辺の街並みや環境と調和した景観形成 

■工業地では、周辺の田園、里山や住環境との調和を図るとともに、道路沿いにゆとり空間と緑の確保

に配慮する。 

■建築物、工作物は、圧迫感や無機質な印象を与えないような景観の形成を図る。 

■付帯施設などは道路側に直接露出しないような景観の形成を図る。 

２．特色のある工業団地の景観形成 

■工業団地では、地域に根ざした特色のある景観の形成を図る。 

■身近な回りの緑化や維持管理、清掃など、企業等の協働による景観の形成に向けた活動や取組みを考

慮する。 

 

つくば市（筑波北部工業団地） 成田市（野毛平工業団地） 木更津市（かずさアカデミアパーク） 

●道路側から駐車場等付

帯施設の遮蔽に配慮 
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➊位置や特性の概要 

本市は、沼及び河川周辺の低地や台地に広がる水田地

帯と畑地の田園景観が市域の大部分を占めています。 

また、水田地帯や畑地の周辺には集落があり、民家と

庭木や屋敷林、背後の樹林地が一体となった集落の良好

な景観が見られます。 

 

 

➋現況特性写真 

４）田園・集落景観ゾーン 

発作の田園 

手賀川周辺の田園（大六天より） 大森の農道と田園 

瀬戸の住宅 

山田の田園と集落 

小林の田園と住宅 下井の田園と集落 

平賀干拓の田園 本埜の田園 

松木の田園と鎮守の森 

瀬戸の湧水 

平賀の長屋門 平賀のライスセンター 

押付の水塚 行徳の太陽光パネル 
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➌類型別景観形成方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

➍景観形成のイメージ図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

➎特色のある例示 

 

成田市（広大な畑地） 

１．豊かな水辺に育まれた田園の景観形成 

■田畑や連続した斜面林、水路、湧水などは、田園景観の形成に配慮する。 

■建築物、工作物などは、田園景観との調和に配慮する。 

２．集落地の風土が感じられる景観形成 

■建築物や工作物などは、周辺の樹林地や田園景観との調和を図る。 

■伝統的家屋や長屋門、屋敷林、巨樹・古木などがある場合は、これらの景観の形成に配慮する。 

■連続した生垣や草花の植栽などにより、潤いや彩りのある景観の形成に配慮する。 

●周辺の自然や良好な集落地と調

和した建築物の景観形成 
●広がりのある田園や里

山景観の保全・活用 

●生垣や草花による

潤いや彩りづくり 

●鎮守の杜など地域を特徴づ

ける景観資源の保全・活用 

●農地脇への花によ

る彩りづくり 

●湧水などの景観資源の保全 

香取市（田園と伝統的農家） 
出典「千葉県良好な景観の形成に関する基本方針」 

佐倉市（携帯基地局） 

●長屋門や巨樹・古木など地域の

趣を残す景観資源の保全・活用 

●斜面林と調和した

工作物の景観形成 
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➊位置や特性の概要 

本市の大部分を占める北総台地には、本市の景観を代

表する谷津と樹林地などの里山景観が見られます。 

谷津は、本市の原風景を表すとともに多様な生物の生

息空間を有しています。また、これらを守り、活かすた

めの市民団体の活動フィールドともなっています。 

このほか、寺社と一体的な鎮守の森や地域の巨樹・古

木、桜並木などの景観が見られます。 

 

 

➋現況特性写真 

 

５）台地の緑景観ゾーン 

戸神川の谷津 岩戸の田園と谷津 結縁寺の里山 

浦部川の谷津 中根の榎と田園 武西の谷津 

和泉の台地と低地の起伏による坂道  吉高の畑地 草深のぼっちと案山子 

結縁寺の橋梁、桁が茶系色 

草深の森 障壁で囲われた資材置場（ヤード） 道路沿いのブロック塀 

小林駅周辺の集落 平賀の住宅 
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➌類型別景観形成方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

➍景観形成のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➎特色のある例示 

 

     

１．水辺や里山が織り成す原風景と調和した景観形成 

■建築物や工作物などは、周辺の水辺や里山などに調和した景観の形成に配慮する。 

■斜面林の連続性や生物の生息環境を守る景観の形成を考慮する。 

■鎮守の森や巨樹・古木、桜並木など、地域で親しまれている景観の形成に配慮する。 

２．北総台地の起伏がつくり出す特徴的な景観形成 

■北総台地や高台から望む良好な谷津や田園への眺望景観の形成に配慮する。 

■樹林地など市街地を横断する変化に富んだ地形の景観の形成に配慮する。 

成田市（良好な谷津） 我孫子市（連続する斜面林） 山武市（山武杉） 
出典「千葉県良好な景観の形成に関する基本方針」 

●畑地などによる安らぎ

のある農の風景の保全 

●生物が生息する斜

面林の景観保全 

●地形の起伏による良好

な景観の保全・活用 

●人工物が斜面林の高さ 

 を超えないように配慮 

●北総台地の自然と調和した

建築物・工作物の景観形成 



 

38 

 

 

➊位置や特性の概要 

本市は、北西部に下手賀沼、北東部に北印旛沼、南東

部に西印旛沼を有しています。 

これらは、面的な広がりのある水辺景観を形成し、市

内を流れる河川とつながり、本市の豊かな水辺を育むと

ともに、田園、樹林地と一体となり安らぎと潤いのある

景観を形成しています。 

また、面的な水辺を有する公園や、戸神川防災調節

池、竹袋調整池、松虫川防災調節池などがあり、潤いと

彩りのある水辺景観を創出しています。 

➋現況特性写真 

 

６）水辺景観ゾーン 

西印旛沼 北印旛沼 

印旛沼に生息する水鳥と水生植物の風景 

印旛沼の漁業の様子 

印旛沼と成田スカイアクセス 

下手賀沼 

竹袋調整池（ひょうたん島池） 

別所谷津公園 将監のオニバス発生地 

松虫川防災調節池（牛むぐりの池）  

戸神川防災調節池 小林物木雨水調整池（水鳥公園） 

亀成川防災調整池 

サイクリングロードから見た北印旛沼 

浦部川防災調節池 
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➌類型別景観形成方針 

 

 

 

 

 

 

 

➍景観形成のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➎特色のある例示 

 

   

１．印旛沼や手賀沼の広がりのある水辺の景観形成 

■建築物や工作物などは、周辺の水辺と調和した景観の形成に配慮する。 

■印旛沼や手賀沼における水質の保全・浄化と生物との共存を考慮した景観の形成を図る。 

■良好な景観が眺望できる場所では、快適な場の整備に配慮する。 

２．調節池など身近な水辺の景観形成 

■調節池や調整池などは、防災機能を確保の上、水辺空間を活かした景観の形成に配慮する。 

●水辺への眺望を阻害せず、自

然と調和した柵などの整備 

●水辺や周辺の田園等の自然と調

和した建築物等の景観形成 

●印旛沼などの水質の浄化によ

る生物にやさしい景観形成 

千代田区（皇居桜田濠） 我孫子市（手賀沼公園） 越谷市（越谷レイクタウン） 

●良好な眺望が望める

場所の視点場づくり 
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➊位置や特性の概要 

市内中央を東西に横断する国道464 号は北総線と一

体となり国内でも最大級の広域骨格景観軸が形成されて

います。 

本景観軸は、市街地と里山、田園地域を貫き、沿道に

は大型商業施設や谷津、印旛沼などがあり多様な景観を

見ることができます。 

駅前広場や歩道沿いには市民活動により育成・維持管

理された草花が見られる一方で、車道や歩道沿いに繁茂

する雑草などが一部に見られます。 

また、道路には曲線を活かした橋梁、擁壁などの大規

模な構造物が見られます。 

➋現況特性写真 

  

長大なコンクリート擁壁と半円形の模様が施された擁壁 

７）広域骨格景観軸 

一体となった国道 464 号と北総線 

沿道の商業施設 沿道の大型商業施設 

沿道の貯水タンク 

多様なデザインの陸橋 

谷津の前面にある白系と茶系の防護柵 

陸橋から富士山への眺望 車窓から見た印旛沼への眺望 

県立印旛明誠高校周辺の市民活動団体が植栽した草花 露出した駐車場を修景（遮蔽）している樹木 歩道脇の雑草と道路側に露出した設備機器類 

沿道に立ち並ぶ独立広告物や商業
施設入口の集約された独立広告物 

掘割部のメガソーラー 沿道の商業施設の夜間景観 
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➌類型別景観形成方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

➍景観形成のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➎特色のある例示 

 

●風格のある沿道建築物等の景観形成 

●突出した形態意匠及び色彩への配慮 

●市民・事業者等との協働

による草花の彩りづくり

や雑草等の適正な維持管

理 

●周辺と調和した工

作物の景観形成 

１．大規模空間軸にふさわしい風格のある景観形成 

■本市を代表する広域骨格景観軸として、風格のある景観の形成に配慮する。 

■道路・鉄道及び沿道・沿線における建築物、工作物、屋外広告物などは、秩序ある景観の形成に配慮

する。 

■空間軸を活かした樹木や草花の景観の形成と維持管理を考慮する。 

■橋梁や擁壁などの大規模構造物による圧迫感や無機質な要素の軽減を考慮した景観の形成を図る。 

２．人にやさしい安全・安心な道路の景観形成 

■歩行者などの快適な通行を考慮した景観の形成を図る。 

■防犯や夜間景観を考慮した景観の形成を図る。 

白井市（北総線沿いの桜並木） つくば市／目黒区／立川市／印西市 
（商業施設） 

千葉市（壁面緑化） 

●ゆとりのある歩行者空間によ

る安全安心な道路の景観形成 

●秩序や品格のある屋外

広告物の景観形成 
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➊位置や特性の概要 

本市の道路は、都心と成田市方面を結ぶ国道464 号

のほか、銚子市と我孫子市間を結ぶ国道356 号が市北

部を通っており、それと連結するように、主要地方道や

一般県道などが南北に延びています。 

本道路景観軸は、上記の国道464 号を除く幹線道

路、景観上特徴的な道路と、これらの沿道とします。 

道路景観として、牧の原のメタセコイアの並木道や鎌

苅のあじさい通りなどがあり、市役所周辺の国道356

号などの街路樹には実の成るヤマモモが植栽されていま

す。 

一方、これらの沿道では、一部の建築物や屋外広告物

において形態意匠に課題が見られるほか、老朽化した廃

屋や露出した土石の堆積などが一部に見られます。 

➋現況特性写真 

８）道路景観軸 

ゆとり空間と緑が多いビジネスモール通り 

ビジネスモールの歩道に設置されたオブジェ ビジネスモールの歩道に植栽された樹木（サルスベリ） 

市役所周辺道路の実のなる樹木（ヤマモモ） 

大森の歩道橋 

沿道に立ち並んだ独立広告物 国道 356 号沿道のデジタルサイネージ 

鎌苅のあじさい通り 

平岡の茶系色のガードレール等 

沿道側に露出している土石堆積場 

牧の原の街路樹（メタセコイア） 

国道 356 号沿道の商業施設 

木下街道の町屋造りの建築物 木下街道の百庚申 

沿道の廃屋 
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➌類型別景観形成方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➍景観形成のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➎特色のある例示 

 

  

１．秩序ある道路及び沿道の景観形成 

■安全・安心のもと、快適な道路景観の形成に配慮する。 

■街路樹や草花などは、適正な維持管理に努め、緑豊かで潤いのある道路景観の形成に配慮する。 

■良好な眺望が望める場所がある場合は、視点の場の確保に配慮する。 

■沿道の建築物や工作物、構造物、屋外広告物は、街並みや自然環境と調和する景観の形成を図る。 

■沿道景観を阻害する廃屋や資材置き場などは、適正な維持管理や修景を図る。 

２．特色を活かした道路及び沿道の景観形成 

■並木道やあじさい道、サイクリングができる道路など、市民から親しまれている特徴的な道路は、魅

力の向上とともに適正な維持管理に配慮する。 

■木下街道沿いに残る町屋や庚申塚など、往時を偲ばせる歴史的資源の景観の形成を考慮する。 

横浜市（日本大通り） つくば市（学園西大通り線） 成田市（駅前通り） 

●街路樹などの適

正な維持管理 

●建築物の配置、規模、形態意匠は、

周辺の街並みとの調和に配慮 

●協働による道路の花植

えなどの魅力づくり 

●道路沿いの季節感づく

りと適正な維持管理 

●駐車場等道路側

への露出に配慮 

●道路景観を阻害

する屋外広告物 

●屋外広告物の配置、規模等は、

周辺の街並みとの調和に配慮 



 

44 

 

➊位置や特性の概要 

本市の鉄道は、北部を東西に横断するJR成田線と、

都心と成田空港を結ぶ北総線があります。本鉄道景観軸

はＪＲ成田線とその沿道とします。 

JR成田線は、明治30年に開通し、都心から成田山新

勝寺まで参拝客を運ぶ主要な鉄道となっていました。 

明治34年に木下駅、小林駅が開業し、利根川水運に

代わる人々の足として、東京行商にも広く利用されてき

ました。 

木下駅や小林駅周辺とこの沿線では、低層で落ち着き

のある住宅地や樹林地が見られます。 

また、発作地域や将監地域、安食卜杭地域では、車窓

から広がりのある田園景観が望めるととともに、手賀

川、将監川、長門川の水辺景観を望むことができます。 

➋現況特性写真 

 

９）鉄道景観軸 

木下駅舎から鉄道敷への眺望 

小林駅舎から鉄道敷への眺望 発作の手賀川を跨ぐ鉄道橋 

車窓から将監の田園への眺望 車窓から安食卜杭の田園への眺望 

車窓から小林の住宅への眺望 

安食卜杭の鉄道橋 

木下東の緑に囲まれた鉄道敷 

春の弁天川と鉄道橋 木下東の鉄道敷 

木下駅の鉄道敷 小林駅の鉄道敷 

小林駅ホームから鉄道敷への眺望 

車内から安食卜杭の田園への眺望 安食卜杭の鉄道敷 
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 ➌類型別景観形成方針  

 

 

 

 

 

 

 

➍景観形成のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➎特色のある例示 

 

１．秩序ある鉄道及び沿線の景観形成 

■鉄道及び沿線における建築物、工作物、屋外広告物などは、秩序ある景観の形成に配慮する。 

■橋梁や擁壁などの大規模構造物による圧迫感や無機質な要素の軽減を考慮した景観の形成を図る。 

２．緑潤う沿線の景観形成 

■車窓などから望見できる田園や里山、水辺への良好な眺望の景観の形成を考慮する。 

立川市（多摩都市モノレールからの眺
望） 

千葉市（千葉都市モノレール） 練馬区（電車への眺望を活かした公園） 

●車窓からの印象的な景観への

眺望を阻害しないように配慮 

●車窓からの見え方を意識し

た建築物等の景観形成 

●電車への良好な眺望を

阻害しないように配慮 
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➊位置や特性の概要 

本市は、北部に利根川、東部に北印旛沼、南部に西

印旛沼、北西部に手賀沼を有し、豊かな水辺に囲まれ

ています。また、市内には亀成川、将監川、弁天川、

手賀川などが縦横に流れ豊かな環境を育んでいます。 

木下駅周辺では、六軒川、弁天川、手賀川を船で巡

る「ぶらり川めぐり」の景観を楽しめるスポットとな

っており、新・印西八景にも位置づけられています。 

また、周辺に自然が多い場所では多自然型護岸や蛇

篭護岸など、自然との調和に配慮した整備が見られま

す。 

このほか、印旛捷水路では、周辺の緑から市井橋の

橙色が際立ち、特徴的な景観となっています。 

➋現況特性写真 

 

利根川 下手賀川 手賀川 

手賀川と弁天川の合流地点 

亀成川 

下手賀川のこぶ白鳥 

師戸川 戸神川 

将監川 

弁天川の釣りの風景 

長門川 

和泉川 

茶系色の防護柵（弁天川、右上・
手賀川） 

手賀川の水管橋 

10）水辺景観軸 

印旛捷水路 

西印旛沼 

北印旛沼 

利根川 

下手賀沼 
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 ➌類型別景観形成方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

➍景観形成のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➎特色のある例示 

 

１．潤いや親しみが感じられる河川軸の景観形成 

■対岸からの見え方を意識した景観形成に配慮する。 

■河川機能の確保のもと、潤いや彩りのある緑の景観の形成に配慮する。 

■視点場や親水性のある水辺景観の形成を考慮する。 

２．生物にやさしい水辺の景観形成 

■河川の水質の保全・浄化と生物との共存を考慮した景観の形成を図る。 

■水辺や緑のネットワークを意識した景観の形成に配慮する。 

越谷市（越谷レイクタウン） 朝霞市（黒目川の桜並木） 成田市（根木名川） 

●対岸からの見え方を意

識した景観形成 

●河川の水質の浄化や生

物に優しい水際の整備 

●季節感を楽しめる

水辺の景観形成 

●安全性を考慮し自然と調和

する多自然型護岸 

●水辺の自然と調和した建築

物や工作物の景観形成 

●水辺への眺望を阻害し

ない防護柵の景観形成 

●親水性に配慮し

た景観形成 
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➊位置や特性の概要 

千葉ニュータウン中央駅や印西牧の原駅、印旛日本医

大駅の周辺には、大型商業施設などの賑わいのある景観

や、オープンスペースと緑、建築物が調和した業務地の

景観、落ち着きのある住宅地の景観がみられます。 

また、木下駅や小林駅の周辺では地域に根ざした商店

街と住宅地の景観が見られ、木下駅や小林駅の駅舎は、

地域の特徴的な景観となっています。 

なお、小林駅前では大正時代から東京行商の歴史を残

す朝市が行われています。 

➋現況特性写真 

 

11）駅景観拠点 

木下駅駅舎（JR 成田線） 小林駅駅舎（JR 成田線） 

千葉ニュータウン中央駅駅舎（北総線） 印西牧の原駅駅舎（北総線） 印旛日本医大駅駅舎（北総線） 

千葉ニュータウン中央駅北口駅前広場 

千葉ニュータウン中央駅前の花壇と模様が施された舗装 

千葉ニュータウン中央駅南口駅前広場 木下駅北口の駅前広場 

千葉ニュータウン中央駅前の市民活動による花壇 

JR 成田線小林駅北側駅前の駐車場 

JR 成田線小林駅南側駅前のまちなみ 

千葉ニュータウン中央駅周辺の落
着きのある色彩の集合住宅 

千葉ニュータウン中央駅周辺の駐車場 千葉ニュータウン中央駅前の鮮やかな色彩の商業施設 
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 ➌類型別景観形成方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➍景観形成のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➎特色のある例示 

 

１．各地域の玄関口にふさわしい、おもてなしの表情づくり 

■駅周辺の建築物や工作物、屋外広告物は、駅前の顔にふさわしい景観の形成を図る。 

■駅周辺では、歩行者の目線を意識し、賑わいや親しみが感じられる景観の形成を図る。 

■駅前広場では、地域特性に応じてシンボルツリーや草花などによる景観の形成に配慮する。 

２．人が賑わい、楽しむ景観形成 

■人が集い、賑わい、楽しむことができるオープンスペースや動線を考慮した景観の形成を図る。 

３．地域活動を活用した駅周辺の景観形成 

■市民・事業者などの協力・参画を促し、駅周辺の景観の形成と維持管理活動の向上を図る。 

●シンボルツリーなどに

よる駅前の表情づくり 

●屋上などの設備

機器類の修景 

●整然とした屋外広

告物の景観形成 

●人が集えるオープン

スペースの創出 

●花木や草花によるおも

てなしの景観形成 

●賑わいが感じられるような

建築物低層部の景観形成 

千葉市（京成おゆみ野駅） 成田市（京成成田湯川駅） 浦安市（東京メトロ浦安駅） 
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➊位置や特性の概要 

本市には、印西の景観を代表する新・印西八景をはじ

め、自然や文化財、公園などシンボルとなる良好な景観

資源が市内各地に分布しているほか、印旛沼や利根川、

筑波山、富士山などを望む眺望ポイントがあります。 

本景観拠点は、上記の景観資源及びその周辺と眺望ポ

イントを対象とします。 

景観資源としては谷津や巨樹・古木、寺社や遺跡・古

墳、公園などがあり、眺望ポイントとして大六天や徳性

院、利根川の堤防、牧の原公園のひょうたん山などがあ

ります。 

➋現況特性写真 

12）シンボル景観拠点 

（牧の原公園の）コスモス畑（新・印西八景） いんざいぶらり川めぐり（新・印西八景） 印旛沼夕景（新・印西八景） 

木下万葉公園（新・印西八景） 大六天からの眺望（新・印西八景） 結縁寺の風景（新・印西八景） 

小林牧場の櫻花（新・印西八景） 吉高の大桜（新・印西八景） 夜明けの利根川（新・印西八景） 

木下貝層 

松山下公園 

宝珠院観音堂 

栄福寺薬師堂 道作古墳 

徳性院から印旛沼と富士山への眺望 



 

51 

 

➌類型別景観形成方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➍景観形成のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➎特色のある例示 

 

 

１．シンボルとなる景観資源の保全 

■新・印西八景の景観の形成に配慮する。 

■栄福寺薬師堂や宝珠院観音堂、木下貝層などの文化財の景観の形成に配慮する。 

■吉高の大桜など、巨樹・古木の景観の形成に配慮する。 

■地域のシンボルとなる景観は、地域の住民・団体などにより保全・活用を図る。 

２．快適な眺望ポイントの景観形成 

■大六天や徳性院、利根川の堤防、牧の原公園のひょうたん山などのように、良好な眺望が得られる場

所を確保するとともに、立寄りやすく、親しみやすく快適な場所となるように配慮する。 

●地域のシンボルである

景観資源の保全 

●東屋やベンチなどの休憩スペース

の設置による快適な場所の整備 

●視対象を良好に望める

場所の確保 

佐倉市（印旛沼サンセットヒルズ） 成田市（さくらの山公園） 香取市（佐原の川下り） 

●適正な維持管理によ

る良好な眺望の保全 
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第５章 

実現に向けた推進方策の検討 
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第５章 実現に向けた推進方策の検討 

景観を構成する要素は、公共が有する領域だけでなく、市民・事業者等が有する私的な領域も含まれ

ます。したがって、市民・事業者・市がそれぞれの立場を理解し合いながら、景観形成の推進方策を設

定していく必要があります。 

景観形成を効果的に推進していくためには、「市民・事業者・市の役割」を明確にするとともに、「景

観形成を推進するための方策」が重要となります。 

１．市民・事業者・市の役割 

本市の特性を活かした良好な景観形成をするためには、市民・事業者・市が景観まちづくりの担い手

として各役割を認識するとともに、互いに協力しながら、地域への愛着を持って、景観を守り、創り、

育んでいく取組みが必要となります。市民・事業者・市の役割について以下に示します。 

 

 

  

 

●市民の役割 

 市民は、景観形成の主役として良好な景観が共有の財産となるよう守り育てていく役割を担って

います。また、市が行う景観形成に関する施策に協力・参加するとともに、地域や団体等で積極的

に良好な景観形成を目指した取組みを推進するものとします。 

●事業者の役割 

 事業者は、市が行う景観形成に関する施策に協力するとともに、企業活動を通じて、自ら積極的

に良好な景観形成を目指した取組みを推進するものとします。また、関連団体等においても、景観

形成に配慮した取組みを推進するものとします。 

●市の役割 

 市は、景観形成の総合的な推進を図る役割を担っており、推進の仕組みづくりや誘導、または公

共事業による直接的な景観形成を積極的に推進します。また、国や県との連携・調整を図りながら

景観形成を主体的に推進するとともに、市民・事業者が景観形成に係りやすいように様々な手法を

検討し、活用を推進するものとします。 

市 
景観形成の誘導と公共事業

を通じて、総合的に景観形成

を推進します。 

市民 
景観形成の主役として、良

好な景観形成を積極的に推進

します。 

事業者 
企業活動を通じて、景観形

成を積極的に推進します。 

協力・連携 

協働による 

良好な景観形成の

推進 

協力・連携 

協力・連携 
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２．景観形成の推進方策 

良好な景観形成を推進していくためには、市民・事業者・市において取り組むべき方策が必要となり

ます。このため推進方策として、景観法・制度の活用や市民・事業者への啓発・支援、市民・事業者・

市の協働による取組みについて列記します。但し、これらはすべて例であり、この中の実現可能性でよ

り効果的なものから実施していくものとします。 

（１）景観法・制度を活用した事業の推進 

➊ 景観計画の策定、景観条例の制定 

 

 

 

 

 

●景観計画の基本構成（例示） 

景観計画は、景観法にもとづき景観行政団体である印西市が定める計画です。基本構成と

して、「景観計画の区域」や「良好な景観の形成に関する方針」、「良好な景観の形成のための

行為の制限に関する事項」、「景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針」、「広告物の表

示等の行為の制限に関する事項」、「景観重要公共施設の整備等に関する事項」などを明記し

ます。 

●景観条例の基本構成（例示） 

景観条例は景観法のもとで本市の景観形成を進めるための自主的な条例です。基本構成と

して、目的や基本理念などの「総則」、景観計画の策定等や届出対象行為等、勧告又は命令な

どの「景観計画の手続等」、公共施設の景観ガイドラインや景観まちづくり組織などの「景観

形成の推進方策」、景観計画等の諮問・答申などを行う「景観審議会」の条項を設定します。 

 

 

 

  

景観形成の基本目標に定める“みんなでつくる 「自然」と「都市」がふれあう 美しいま

ち いんざい”を実現するためには、一定のルールのもとで景観形成を推進していく必要が

あります。次図のように、景観法にもとづき印西市の景観形成の土台となる「景観計画」と、

それを運用するための「景観条例」の関係を検討しながら、これらの策定と制定を行います。 

 

【景観計画と景観条例の関係と基本構成】 

印西市の良好な景観形成へ 

印西市景観計画（例示） 

 景観計画の区域 

 良好な景観の形成に関する方針 

 良好な景観の形成のための行為

の制限に関する事項 

 景観重要建造物又は景観重要樹

木の指定の方針 

 広告物の表示等の行為の制限に

関する事項 

 景観重要公共施設の整備等に関

する事項 

印西市景観条例（例示） 

 総則 

 景観計画の手続等 

 景観形成の推進方策 

景観重要建造物等 

景観協定等 

支援等 

 景観審議会 
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➋ 景観形成重点地区の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●景観形成重点地区の候補選定要件（例示） 

景観形成重点地区の候補は、景観形成の集中・優先性や影響性、波及性、市民等の発意性

などを選定要件として選出することとします。注）→は具体例を示す（以下同じ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

良好な景観形成に向けた施策を展開するため、市全域にわたって推進する景観形成のほ

か、特定の地区を定め景観形成の誘導や各種の事業及び活動を重点的、且つ先導的に行う

「景観形成重点地区」の検討が重要です。 

同重点地区は、市全域にわたって定める基準よりも、よりきめ細かな景観形成基準を定

めることで、地区特性を活かした景観形成の誘導や各種事業及び活動を推進することがで

きます。 

今後の景観形成重点地区の「候補選定要件」を次のように例示します。 

【景
観
形
成
重
点
地
区
の
候
補
選
定
要
件
】 

 

■＜影響性＞景観形成に大きな影響を及ぼす事業等を行う地

区 

●景観形成に関連して、特に重要な計画や事業、活動等が

予定されるところ。 

→住宅地や商業業務地、工業地などの地区 

 

■＜波及性＞景観形成によって波及効果が高まる地区 

●良好な景観形成が重点的に推進されることによって、他

の地区にも波及するなど、特に市民、事業者への啓発、

誘導の効果の高まりが期待できるところ。 

→各候補地区に共通の要件 

■その他の要件による地区 

●上記のほか、特に景観形成を重点的に実施する必要があ

るところ。 

 

■＜市民等の発意性＞市民等の発意による地区 

●市民・事業者自らが合意形成をもって重点地区を推進す

るところ。 

 

■＜集中・優先性＞景観施策を集中・優先的に行う必要のある

地区 

●上位計画や関連する計画等と現況を踏まえて、今後の景

観形成を特に集中し、優先的に行う必要のあるところ。 

→大規模な空間軸として、広域の骨格景観軸を形成する地区 
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➌ 民間施設等に対する景観ガイドラインの策定 

 

 

 

 

 

 

 

●景観ガイドラインの基本構成（例示） 

本ガイドラインは、「ガイドラインの構成と役割」や「景観計画の区域」、「届出の対象行為・

手続きと解説」、「景観形成基準と解説」を基本構成として、次のような策定項目を例示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■景観計画の区域 

●届出を行う対象地が、どの区域に属

するかが図上でわかるように色分け

により示します。 
 

■景観計画 

■景観条例 
■届出の対象行為・手続きと解説 

●届出の対象行為 

●届出等の手続き 

■景観形成基準と解説 

 
●景観形成基準一覧表 

 建築物 

 工作物 

 開発行為 

 木竹の植栽又は伐採 

 屋外における土石、廃棄物、 

再生資源その他の物件の体積 

●景観ゾーン、景観軸、景観拠点の個

別基準と解説 

 

■ガイドラインの構成と役割 

●本書の構成 

●役割 

●色彩基準と解説 

 色彩について 

 色彩基準の基調色及び強調色の

設定 

 景観計画区域の色彩基準等  
 

民間施設等の事業者が、良好な景観形成を推進していくためには、景観計画に基づいて

建設等を行っていく必要があります。そのためには、事業者に景観計画の内容をわかりや

すく解説するためのガイドラインが必要となります。 

このため、景観計画及び景観条例にもとづいて民間施設等に対する景観ガイドラインの

策定を行います。 
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➍ 公共施設に対する景観ガイドラインの策定 

 

 

 

 

 

 

 

●公共施設景観ガイドラインの基本構成（例示） 

本ガイドラインは、「ガイドラインの活用方法」や「基本事項」、「景観形成指針」を基本構

成として、次のような策定項目を例示します。 

 

 

本市の公共施設は、市民の生活の営みや産業・経済の活動を支えるとともに、本市の景

観をリードする役割を果たしています。今後は、さらに景観に配慮した公共施設の整備等

を行うため、景観形成の指針を定めたガイドラインが必要となります。 

このため、景観計画及び景観条例にもとづいて公共施設に対する景観ガイドラインの策

定を行います。 

■ガイドラインの活用方法 
・景観形成の理解として 
・発想の手掛りとして 
・伝達ツールとして 
・チェックシートとして 

■基本事項 

●本書の目的と構成 
・目的と位置づけ 
・取組みの基本姿勢 
・本書の構成と活用方法 

■景観形成指針 

 ●施設別のガイドライン 
・公共建築物 
・道路 
・公園 
・河川 

 

●推進体制と協議の手続き 

●本ガイドラインのチェックシート 

 

●共通要素別のガイドライン 
・建築物（高さ・規模、形態・意匠） 
・橋梁、擁壁・護岸類 
・フェンス類、ポール類、設備類 
・舗装類、遊具・ストリートファニチ
ュア類、公共的サイン 

・樹木類 
・駐車場・駐輪場 
・色彩 

 

 

■景観計画 

■景観条例 
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（２）市民・事業者への啓発・支援 

➊ 市民等への景観に関する情報提供 

 

 

 

 

●広報誌やホームページの活用 

景観に関する情報提供や意識向上を図

るため、市の広報誌やホームページを活

用しPRを行います。 

●景観パンフレット等の作成 

市民や事業者等に向けて、市内の良好

な景観資源や活動等に関する情報提供や、

景観関連計画策定の概要などをわかりや

すく解説した景観パンフレット等の作成

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民や事業者に景観形成の理解と協力を得るためには、景観に関する情報提供が重要で

す。市の広報誌やホームページの活用、景観パンフレット等の作成を行います。 
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➋ 景観シンポジウム、勉強会等の開催 

 

 

 

 

 

●景観シンポジウムの開催内容（例示） 

景観の理解や景観形成について公開の場で討論会を行うため、「基調講演」や「景観計画、

景観条例の説明」、「パネルディスカッション」などを次のように例示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●勉強会・研究会・まち歩き等の開催（例示） 

市民等による景観形成に関わる勉強会や研究会、まち歩き等の開催は、本市の水・里山・

歴史などの景観資源の知識を広げ、これらにつつまれた都市の中で美しくすみ続けることの

意識を高めることにつながります。そのため、次のようなことを開催します。 

 

  

景観シンポジウムや景観についての勉強会等は、景観形成の理解を深めるための有効な

手法のひとつです。景観計画や関連計画などの策定を機に景観シンポジウムや勉強会等の

開催、市民が地域を歩きながら景観資源を発見するような機会と場を設けます。 

■開催内容 

●学識経験者による基調講演
（景観の重要性・必要性） 

●景観計画、景観条例の説明 

●パネルディスカッション 

（市民・学識・市長） 

●参加者にアンケート実施 

（意見聴取） 

【景観内容とポスター】 

 

 

印西市景観シンポジウム 

趣旨説明 

■今後の良好な景観形成に向けて 
●印西市の景観計画と景観条例がまとまり

ました。市民の皆さんにこれらの策定等

の背景と目的を理解していただくととも

に、これからの印西市の良好な景観形成

に向けて意見を交わしていただくために

開催します 

プログラム 開催日時・所 

■基調講演 
「みんなでつくる 

自然と都市がふれあう  
美しいまち いんざい」を考える 

■景観計画、景観条例の説明 

■パネルディスカッション 
●水・里山・歴史を守り、活かす 
●国道 464 号と北総線の広域骨
格景観軸を活かす 

【開
催
内
容
と
活
用
】 

 

■勉強会・研究会 

●良好な景観を守り、創り、育てるためにどのような活動が

必要か、などの勉強会・研究会の開催 

→守る：水辺や谷津／創る：街並み／育てる：オープンガーデン 

 

■まち歩き 

●自然や歴史文化、市街地の良い景観資源の発見 

→水・里山・歴史文化資源 

→住宅地、商業地、業務地など 

 

■開催結果の活用 

●勉強会や研究会、まち歩き等の開催による成果をその後の

活動に結びつける 

→勉強会・研究会で集約された活動内容を市民等主体の活動に反映 

→まち歩きで得た良い景観を「市民が選んだ〇〇景観」として公表、シン

ポジウムで発表 
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➌ 景観顕彰制度の実施 

 

 

 

 

 

●顕彰の部門、対象等（例示） 

良好な景観形成に対する市民及び事業者の意識高揚を図るため、次の部門の表彰の対象に

ついて例示します。 

 

部門 表彰の対象 

●建築物等・

緑部門 

良好な景観を創出する『建築物、工作物、緑』 

→住宅、商業・業務、工業施設 

→垣、柵、塀、擁壁 

→屋敷林、庭園、オープンガーデン 

→イルミネーション 

●眺望部門 

良好な景観が見られる『眺望』で、公共の場所にお

いて近くから遠くを見渡したもの 

→谷津、田園、印旛沼、利根川、手賀沼への眺望 

→河川・道路・鉄道軸への眺望 

→市街地への眺望 

→筑波山、富士山への眺望 

●活動部門 

良好な景観の保全又は創出に係る『活動内容』 

→道路、公園、河川等、調整・調節池、または谷津、樹林地

の緑の育成、維持管理、または清掃活動 

 

 

 

 

  

景観形成を広げていくためには、市民・事業者の景観への関心や意識高揚を図ることが

重要となるため、良好な景観形成の模範となる建築物等の権利者や良好な景観形成に取り

組んでいる市民・事業者を対象とした景観顕彰制度を定めます。 

 

【景
観
顕
彰
の
表
彰
対
象
】 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9E%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%81%E5%A3%81
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➍ 景観学習の実施 

 

 

 

 

●「景観とは何か」を学ぶ 

「景観とは何か」を地域との関係で学習することが重要です。地域の歴史や風土、伝統・

文化、人々の暮らしなどと景観資源等を対比しながら理解を深めてもらうような機会や場を

設けます。 

       ＜例示：国土交通省「学校における景観まちづくり学習の手引き」より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●他教科等との組み合わせで学ぶ 

景観学習を他の教科等との組み合わせで行うことも理解を深める方法のひとつと考えら

れます。例えば、社会科では地域の歴史資源の景観や産業（商業業務など）の移り変わりと

景観形成の変化、国語では校歌の歌詞に出てくる自然資源や風景と景観の関係を学ぶこと、

などがあげられます。 

       ＜例示：国土交通省「学校における景観まちづくり学習の手引き」より＞ 

 

 

 

 

 

  

今後の印西市の美しい景観を守り、創り、育てる担い手は、地域の子供たちであり、子供

の頃から地域の良好な景観に対する意識を高め、育むことが重要となります。このため、

小・中学生のころから景観形成について学び、親しむ機会と場を設けます。 
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➎ 景観形成と取組みへの支援策 

 

 

 

 

 

●市民等への支援策（例示） 

市民等が主体的に景観形成やその取組みが促進されるように、次のような「景観形成組織」

や「景観形成活動」、「市民等の発意による景観計画策定等」について支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市において市民等による景観形成に関わる活動や取組みが行われています。景観計画

の運用段階においては、市民等による景観形成や取組みがさらに促進されるために、必要

な場や情報提供、技術的な助言などの支援を行います。 

【市
民
等
へ
の
支
援
策
】 

 ■市民等による景観形成活動への支援 

 緑の育成、維持管理、清掃等 

 景観形成の勉強会・研究会・まち歩き等の実施（景観アド

バイザー等を含む） 

 景観パトロール 

■市民等の発意による景観計画策定等の支援 

 計画策定における会議等の場の提供 

 計画策定における情報・資料提供 

 計画策定における助言等（景観アドバイザー等を含む） 

 

■その他の支援 

 上記のほか、景観形成の推進において支援策が必要とな

る事項 

■市民等主体による景観形成組織への支援 

 会議等における場の提供 

 会議や活動に向けた情報・資料提供 

 運営や活動内容への助言等（景観アドバイザー等を含む） 
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（３）市民・事業者・市の協働による取組み 

➊ 緑の育成・維持管理の拡充 

 

 

 

 

 

 

●緑の育成・維持管理と景観パトロール（例示） 

これまでの取組みを含め、市民・事業者・市による協働の取組みの拡充を図るため、次の

ような緑の育成・維持管理と景観パトロールを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

良好な景観資源や景観施設を形成するとともに、これらを育成し維持していくための市

民・事業者・市の協働の取組みが重要となります。今後において、拡充することが重要な

緑の育成と維持管理などの取組みを定めます。 

■緑の育成・維持管理の拡充 

 公園、河川、道路・駅前広場の緑の育成・維持管理 

 シンボルツリーの維持管理 

 樹林地の維持管理 

 屋敷林の維持管理 

 緑のカーテンづくりと普及 

 

■景観パトロールの実施 

 景観資源や景観施設の良好な、又は不適切な状況把握の

ための巡回 

 状況把握の結果を今後の活動に反映 

 

 

【市民・事業者・市 

協働の取組み】 
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➋ 市民等による景観形成取組体制づくり 

 

 

 

 

 

 

●市民等の景観形成組織体制（例示） 

景観形成の活動を一般市民・地域住民やまちづくり団体・市民活動団体、事業者が協力・

連携して取り組む組織を設立し、市と協働で景観形成を推進できる組織体制図を例示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

景観形成を推進していくうえでは、市民等が個々に活動を行うとともに、各主体が協力・

連携をしながら活動を展開するための組織体が重要となります。一般市民・地域住民やま

ちづくり団体・市民活動団体、事業者が協力・連携して活動が行えるような市民等の景観

形成組織の体制づくりを支援します。 

 

まちづくり

団体、市民活

動団体 

事業者 

市 

一般市民 

地域住民 

市民等 
組織体 

協力・ 
連携 

協働 

協力・ 
連携 

協力・ 
連携 

＜市民等の景観形成組織体制図＞ 
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➌ 景観形成の取組体制づくり 

 

 

 

 

 

 

●景観アドバイザーの設置 

景観形成のおける技術的な助言等を受けるために景観アドバイザーを設置します。 

●景観審議会の設置 

景観条例にもとづいて、景観形成に関する重要な事項を審議する景観審議会を設置します。 

●（仮称）景観行政調整会議の設置 

景観行政は、関連各課と協働しながら推進する必要があります。景観行政を総合的、且つ

体系的に行うため、関連各課相互の連絡調整の場として「（仮称）景観行政調整会議」を設置

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の景観行政を推進するためには、市民及び事業者の協力・連携とともに、景観アドバ

イザーや景観審議会の助言、答申を受けながら景観形成を推進していくことが必要となりま

す。また、景観形成推進の役割を担うとともに、庁内におけるこれらの設置と景観担当を中

心とする取組体制図を次のように例示します。 

 

 

  

協力・連携 

協力・ 
連携 

市民 

景観形成の主体と

して良好な景観を

守り・育み・創る 

 

事業者 
企業活動を通して

積極的に良好な景

観形成を推進 

協力・ 
連携 

 

 

 

市 

景観アドバイザー 景観担当 景観審議会 
諮問・答申 要請・助言 

調整 
調整・連携 

（仮称）景観
行政調整会議 

＜取組体制図＞ 

 

国・県等 

推進 

印西市の 

良好な景観形成 
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資料編 
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資料編 

 

１．用語の説明 

本用語の説明は、「第１章 景観形成の考え方」から「第５章 実現に向けた推進方策の検討」のなか

で使用する景観に関わる用語と、これらの語尾に使用する用語について行うものとし、それぞれ次のよ

うに定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【用語の説明】 

●「景観づくり」、「景観形成」、「景観の形成」は同義語とし、景観の保全や育

成、創出、活用などを含むものとする。「景観づくり」は標語として、「景観

形成」は熟語と体言として、「景観の形成」は用言として用います。 

 

●語尾に使用する次の用語は以下の通りとします。 

「推進する」 

・実行のために推し進める 

「努める」 

・実行について、努力を行う必要がある 

「図る」 

・実行のためにはかりごとをする 

「配慮する」 

・実行のために深く考えて気を配る 

「検討する」 

・実行のためによく調べて考える 

「考慮する」 

・実行のためによく考える 



 

66 

 

２．策定経緯と体制 

（１）策定経緯 

①景観計画等策定委員会 

回数 日程 議題 

平成 28年度 

委嘱式 

第 1回 

平成 28年 

6月 27日（月）           

午後２時 00分より 

●委嘱状交付 

●委員長及び副委員長選出 

●報告事項 

 印西市景観計画等策定委員会について 

 経緯及び今後のスケジュールについて 

 印西市景観基礎調査について 

●議事 

 景観形成の考え方、基本目標と基本方針 

第 2回 平成 28年 

11月 1日（火） 

午後２時 00分より 

●議事 

 景観形成の基本目標・基本方針について 

 類型別景観形成方針について 

 推進方策について 

第 3回 

（予定） 

平成 29年 

３月 ２日（木） 

午前 10時より 

●議事 

 印西市景観まちづくり基本計画（案）について 

 

 

②景観計画等庁内幹事会 

回数 日程 議題 

平成 28年度 

第１回 

＜通算３回目＞ 

平成 28年 

6月 17日（金） 

午後 1時 30分から 

●景観形成の基本目標・基本方針 

●その他 

第２回 

＜通算４回目＞ 

（書面開催） 

平成 28年 

9月 1日（木） 

●報告事項 

 景観形成の基本目標・基本方針 

 類型別の景観基本方針 

第３回 

＜通算５回目＞ 

 

平成 28年 

10月 21日（金） 

午前10時00分から 

●報告事項 

 景観形成の基本目標・基本方針 

 類型別の景観基本方針 

●議題 

 実現に向けた推進方策の検討 

 景観形成の規制方法 

第４回 

＜通算６回目＞ 

 

平成 29年 

１月 16日（月） 

午前10時00分から 

●議題 

 印西市景観まちづくり基本計画（素案）の検討 
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③景観まちづくり市民懇談会・景観計画等庁内作業部会 

回数 日程 議題 

平成 28年度 

第１回 

＜通算３回目＞ 

平成 28年 

5月 13日（金） 

午後 10時 00分から 

●景観基礎調査（概要）について 

●ワークショップ 

～景観形成の目標と基本方針等について～ 

第２回 

＜通算４回目＞ 

平成 28年 

7月 15日（金） 

午後１時３０分から 

●ワークショップ① 

～景観形成の目標について～ 

●ワークショップ② 

～類型別の景観形成方針について～ 

第３回 

＜通算５回目＞ 

平成 28年 

9月 30日（金） 

午後１時３０分から 

●経過報告 

●景観まちづくり事例紹介 

●ワークショップ① 

～「色彩の検討」～ 

●ワークショップ② 

～「景観形成の推進方策の検討」～ 

第４回 

＜通算６回目＞ 

（策定委員会との

合同会議） 

平成 29年 

１月 27日（金） 

午後１時３０分から 

●報告事項 

 印西市景観まちづくり基本計画（素案） 

●議題 

 実現に向けた推進方策の検討 

④景観まちづくり事業者懇談会 

回数 日程 議題 

平成 28年度 

（予定） 

第 1回 

平成 29年 

2月 24日（金） 

●景観形成の基本目標と基本方針（素案）の説明 

●届出の対象、規制方法等の意見交換 
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（２）策定体制 

①景観計画等策定委員会 委員 

委員区分 委員名 所属・役職等 備考 

学識経験者 木下 勇 千葉大学大学院園芸学研究科 教授 委員長 

学識経験者 斎尾 直子 東京工業大学環境・社会理工学院建築学専攻 准教授 副委員長 

学識経験者 滝沢 真美 
㈱日本カラ―デザイン研究所プロジェクト推進部  
副部長 

委員 

知識経験者 石川 喜裕 印西市商工会 理事 委員 

知識経験者 板橋 雅弘 印西市農業委員会 小委員会委員長 委員 

知識経験者 森田 英雄 NPO 法人印西市観光協会 副理事長 委員 

知識経験者 阿部 純 印西ウエットランドガイド代表 委員 

知識経験者 金子 髙明 印西いーまち会 幹事 委員 

知識経験者 鈴木 由男 エコネットちば 理事 委員 

知識経験者 浅賀 博 イオンモール千葉ニュータウンゼネラルマネージャー 委員 

知識経験者 近藤 隆之 BIGHOPガーデンモール印西支配人（平成 28 年７月から） 委員 

市民懇談会
代表 

下田 泰司 市民懇談会代表 委員 

市民懇談会
代表 

吉田 紀子 市民懇談会代表 委員 

関係行政機関 吉田 究 千葉県公園緑地課景観づくり推進班 班長 委員 

関係行政機関 白藤 徹 千葉県印旛土木事務所調整課 課長 委員 

その他市長
が認める者 

岡田 哲男 東京電力パワーグリッド株式会社成田支社 副支社長 委員 

②景観計画等庁内幹事会 委員 

委員区分 委員名 備考 

管財課 小川 誠一郎 委員 

企画政策課 山﨑 正之 委員 

ふるさとづくり推進課 小林 正博 委員 

市民活動推進課 飯塚 靖明 委員 

経済政策課 小林 毅 委員 

環境保全課 鈴木 秀昭 委員 

クリーン推進課 伊藤 章 委員 

社会福祉課 染谷 豊 委員 

都市計画課 岩井 昌宏 会長 

都市整備課 櫻井 敦 委員 

土木管理課 伊井 邦彦 委員 

建設課 笛田 和人 委員 

生涯学習課 飯島 伸一 委員 
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③景観計画等庁内作業部会 委員 

課 班 氏名 備考 

管財課 管財班 鈴木 修 委員 

企画政策課 企画政策班 佐藤 正樹 委員 

ふるさとづくり推進課 ふるさとづくり推進班 星野 郁夫 委員 

市民活動推進課 市民活動推進班 杉山 祐一 委員 

納税課 滞納整理班 櫻井 敬子 委員 

国保年金課 資格保険税班 横尾 早紀 委員 

経済政策課 地域資源振興班 五十嵐 儀斉 委員 

環境保全課 環境保全班 峰村 浩一 委員 

クリーン推進課 不法投棄対策班 野口 祥大 委員 

社会福祉課 厚生班 浅野 嘉人 委員 

都市整備課 管理班 稲村 宏二 委員 

土木管理課 管理班 駒内 聡 委員 

建設課 計画班 増田 秀俊 委員 

生涯学習課 文化班 根本 岳史 委員 

④景観まちづくり市民懇談会 委員 

区分 氏名 備考 

町内会（木下） 鈴木 由男 委員 

町内会（小林） 五十嵐 新一 副座長 

町内会（大森） 村沢 民枝 委員 

町内会（船穂） 松丸 操 委員（平成 28 年 12 月まで） 

町内会（船穂） 飯田 正江 委員（平成 28 年 12 月から） 

町内会（永治） 山﨑 芳男 委員 

町内会（中央駅北） 岡田 正人 委員 

町内会（中央駅南） 樋口 宗司 委員 

町内会（牧の原駅南） 古俣 栄治 委員 

町内会（印旛） 鈴木 康雄 
委員（平成 28 年 12 月まで） 

※印西市景観まちづくり基本計画に写真提供 

町内会（印旛） 小名木 信一 委員（平成 28 年 12 月から） 

町内会（本埜） 村越 進一 委員 

市民公募 篠原 英光 
委員（平成 28 年 12 月まで） 

※印西市景観まちづくり基本計画に写真提供 

市民公募 睦門 政美 委員（平成 28 年 12 月から） 

市民公募 笠井 幸夫 座長 

市民公募 下田 泰司 委員 ※印西市景観まちづくり基本計画に写真提供 

市民公募 滋賀 秀實 委員 

市民公募 吉田 紀子 委員 

市民活動団体代表 山口 民雄 委員 

市民活動団体代表 金子 高明 委員 
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新・印西八景（NPO 法人印西市観光協会） 

大六天からの眺望 いんざいぶらり川めぐり 木下万葉公園 

夜明けの利根川 

コスモス畑 

吉高の大桜 

小林牧場の櫻花 結縁寺の風景 印旛沼夕景 

印西市 

都市建設部都市計画課 

〒270-1396 千葉県印西市大森 2364-2 

TEL：0476-42-5111 E-mail：tokeika@city.inzai.lg.jp 
印西市マスコットキャラクター 

「いんザイ君」 
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